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第１回検討委員会で出された主な意見 

１ 検討の視点 

(1) 子どものためにといった視点で検討するべきでないか。 

(2) 学校の活性化のためにという視点で検討するべきでないか。 

２ 現在の学校組織で対応しきれない課題 

(1) 教育改革 10 年を未来につなげる会提言（18.11.22）からの課題 

① 学力問題  ② 暴力行為の問題  ③ いじめの問題 

④ 不登校の問題  ⑤ 中途退学の問題 

(2) 組織として考える課題 

① 人材育成  ② 校務のスリム化  ③ 個人の負担軽減 

３ 目指す組織 

(1) 各分掌を十分に機能させる。 

(2) 一人一人が余裕を持って子どもに接する。 

(3) より小回りがきき、課題に迅速に対応することができる。 

(4) 根本の教育活動の課題検証を行うことができる。 

４ 新たな職の導入 

(1) 主任制度が機能していないとすれば、役割と職務の整理ができ 

ていないのではないか。  

(2) トップの理念のもと戦略を考える中間管理職が必要ではないか。 

(3)  権限のない状態で責任を果たすのは難しいのではないか。 

(4)  他県等の状況を整理したほうがよいのではないか。 

資料 1 
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第１回検討委員会で出された課題について 

 

１ 現在の学校組織で、対応しきれていない課題は何か 

 

２ 新たな職を導入することで、組織がどのように改善されるのか。 

  また、主幹制度等についての先行事例は。 

資料２ 
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全国学力・学習状況調査結果から見る学校の取組の比較 ＜中学校質問紙の回答から＞ 
 

 
○ 国語、数学の正答率が高かった３０校をＡ層とし、正答率が低かった３０校をＤ層とした。      

※調査実施中学校 １１５校 
 

 
 
 
 
 
                                                  

質問項目（代表的な項目） Ａ層 Ｄ層 

◆基礎学力の定着について、研修をよく行っ

ている学校 
５３．３％ １６．７％ 

◆模擬授業や事例研究など、実践的な研修を

行っている学校 
４３．３％  １６．７％  

◆保護者からの意見や要望を聞くために、懇

談会の開催やアンケート調査を実施している

学校 
１００．０％  ８０．０％  

◆学校の自己点検評価の結果を学校運営の改

善に生かしている学校 
５０．０％  １３．３％ 

◆学校運営に校長のリーダーシップが十分に

発揮できていると思う学校 
２６．７％   ６．７％ 

① 授業を大切にし、授業により子どもを育てるという理念が学校経営の核となって

いる学校 
② 家庭や地域との連携がなされ、積極的に情報発信している学校 
③ 対処療法的な生徒指導よりも児童・生徒の理解に努め、問題を未然に防ぐ仕組み

のある学校 
④ 管理職のリーダーシップにより組織的な学校運営がなされている学校 

Ａ層の学校に見られる特徴 

⑤ 多様なアプローチにより学級・学習集団の高まりを確保している学校 
  ・学力向上を中心にした小中連携教育への取組 

 

その他、調査結果以外で、Ａ層の学校に見られる特徴 

資料３ 



「平成１８年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 
文部科学省初等中等教育局児童生徒課 
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「生徒指導上の諸問題に関する調査」結果（速報）の概要（抜粋） 
１ 暴力行為の発生学校数・発生件数（公立） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
暴力行為 
（１） 学級担任制の小学校では、児童一人ひとりに目が行き届く反面、担任が一人で問

題を抱え込みがちである。全教職員で情報を共有しながら児童理解を深めるととも

に、組織的な生徒指導体制を築くことが大切である。 
（２） 暴力行為は中学校で急増する傾向があるので、小学校との連携や中学校間の連携

などにも留意して多面的な視点から情報を収集し、生徒指導部会等で方針を決定し、

協動的に指導・援助することが重要である。 
（３） 対教師暴力が発生すると、多くの児童生徒に大きな不安を感じさせたり、教職員

間の足並みを乱れさせたりする。児童生徒一人ひとりと信頼関係を培っていく個人

への指導と、「いけないことはいけない」という毅然とした態度を示す集団への指

導の両面で、粘り強く関わることが重要である。 
（４） 児童生徒の問題行動の背景や要因の一つとして、社会性の不足や人間関係の希薄

化が考えられる。児童生徒が気軽に相談でき、複数の視点できめ細かく見守ること

ができる体制を整備していく必要がある。 
（５） 校外での発生件数・発生学校数が増加している。未然防止に向け、地域や関係 

機関との連携強化が一層必要である。  
 

資料４ 



「平成１８年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 
文部科学省初等中等教育局児童生徒課 
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２ いじめを認知した学校数・いじめの認知件数（認知学校数、認知件数共に公立学校） 
  ※１６、１７年度はいじめの発生件数、発生率」として調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
いじめ 
（１） 学校側がいじめを受けた児童生徒を最後まで守りきるという姿勢を鮮明に打ち

出すことで、いじめを受けた児童生徒が安心して学校に被害を申し出ることので

きる環境を作り出すことが必要である。 
（２） 保護者からの訴えで発見するケースも多いことから、今まで以上に家庭におけ

るいじめ発見の支援を行う必要がある。 
（３） いじめは潜在化して見えにくい側面があるため、全体的なアンケート調査等の

実施と、さらに、よりきめ細やかな指導としての個別面談等を実施することによ

り、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組む。また、いじめを見抜く

ことのできる、教員の力量を高めるための研修を行う。 
（４） 児童生徒に言葉の大切さを伝えるとともに、他の人の考えや気持ちが分かるよ

うな想像力、共感的に理解する力が身に付くよう、環境づくりと一体となった取

組を行う。 
（５） 児童生徒の小さなサインを見逃さないためには、複数の人間によるチェックが

必要となってくる。学校と家庭、教員間の連携により情報も共有化を図り、児童

生徒の変化に迅速に対応する取組を推進する。 
 
 
 



「平成１８年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 
文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

                                

 6 

３ 不登校児童生徒数・在籍学校数（国・公・私立小中学校） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不登校 
（１） スクールカウンセラー等相談員の専門的な相談が不登校対応に効果的であったケ

ースもあり、多面的に児童生徒理解を深めながら、状況を的確に把握し早期に対応

するとともに、予防的な取組を推進することが必要である。 
（２） 不登校は個人での対応には限界があり、全教職員が共通理解のもと組織として対

応することで成果が現れている。 
（３） 不登校の予兆に気付き、早期に対応するためには、子どもたちの様々な変化やサ

インを見逃さない観察力を磨くとともに、子どもや保護者との絆づくりに日頃から

努めることが重要である。 
（４） 家庭との連携を密にするとともに、関係機関や地域の協力を得てより効果的な協

働体制を図ることが重要である。 
 

４ 中途退学者数の推移と理由別内訳（公立全日制・定時制） 
 
 
 
 
 
 
中途退学 
（１） 学校の進路指導の充実及び中学校・高校間の情報交換と協働体制を確立する 

必要がある。 
（２） キャリア教育等の実施による目的意識の醸成を図る必要がある。 
（３） つなぎ教材の育成、授業評価システム等での授業改善による生徒の基礎学食の定

着や学ぶ意欲の向上を図る必要がある。 
（４） シラバスの活用や評価を見直す。 
（５） 教育相談体制の充実を図るとともに、「いつでも誰にでも相談できる」雰囲気づく

り・学校づくりを進める。 
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「平成１６年度勤務に関する意識調査集計結果」より                

 

資料５ アンケート依頼者数 ６００名（小、中、高、特別支援） 
アンケート回答者数 ５９６名 
回収率       ９９．３％ 
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                               文部科学省調査より 
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資料６



                               文部科学省調査より 
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資料７



                               文部科学省調査より 
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資料８ 



　主幹配置計画の達成に向けて、校長・区市町村教育委員会と連携した人材の
　発掘・育成を引き続き進める。

主幹の任用、配置等の見直しについて 別　　紙

１　配置状況

○配置計画に基づき、学校へ段階的配置を行っているが、選考受験者
　数の減少により、配置計画の達成が遅れている。（小学校、中学校）

配 置 計 画
(当初計画)

・小学校、中学校　　：平成15年度～平成19年度の5年間
・高校、特別支援学校：平成15年度～平成21年度の7年間

○配置数実績（平成19年度現在）

２　選考実施状況

○選考受験者数、倍率がともに低下している。
○選考実施状況推移

３　ｱﾝｹｰﾄ調査結果

○校長及び区市町村教育委員会事務局に対して、主幹制度の成果、
　課題等を把握するためアンケート調査を実施（平成18年10月）

効　果

○回答した校長の86.9％が、主幹制度導入により、学校の組織的
　課題解決能力が向上したと評価
○期待された5つの面での効果について、いずれも高い評価
　①児童・生徒の健全育成(89.1%)　②学習指導の充実(93.3％)
　③教員の人材育成(70.5％)　　　 ④学校運営の適正化(97.9％)
  ⑤家庭・地域との連携（66.0％)
　※　(　)内は評価すると回答した校長の割合

課題等

○教員が主幹選考を受験しない主な原因
　「主幹の多忙感」「異動に対する不安」「処遇面での魅力不足」
○主幹の質・量を確保するために必要な対策
　「校務分掌や主任兼務のあり方の見直し」「異動基準の見直し」
　「持ち時数の軽減」「処遇の改善」「主幹選考受験資格の緩和」
　「能力不足や本人事情による希望降任制度の創設」

１　主幹配置計画の達成

（１）選考の見直し

（２）異動基準の見直し

（３）設置数の見直し

○校種ごとに一律に定めている設置数につい
　て、見直す必要がある。

○主幹選考受験者数の増加を図るため、受験
　資格を緩和する必要がある。
○教育管理職Ｂ選考は、現在、主幹にならず
　一般教員のままでも受験できることとして
　いるが、これを見直す必要がある。

○現任校昇任した場合、現任校に残ることが
　できる期間を昇任後３年としているが、校
　長及び区市町村教育委員会から延長を求め
　る要望がある。

２　校内体制の整備

（１）任務の明確化

○副校長から主幹、主幹から一般教員へ的確
　な仕事の割り振りが行われず、主幹に仕事
　が集中してしまっている。
○配置計画が完成していない状況の下、配置
　されている主幹が、本来、担当する校務の
　範囲を超えて、他の校務まで担当させられ
　る傾向がある。
○管理職候補者である主幹に、育成の観点か
　ら担わせている業務を、一般の主幹にまで
　求める傾向がある。

（３）持ち時数軽減の弾力化
○軽減可能な持ち時数は、教務、生活指導、
　進路指導の各主任ごとに固定されており、
　学校ごとの状況を反映する仕組みとなって
　いない。これを弾力化する必要がある。

（４）能力開発の推進
○制度的な研修の充実を求める意見が、校長
　・区市町村教育委員会から出されている。
○希望降任制度の創設について、校長・区市
　町村教育委員会から要望がある。

３　処遇の改善

○主幹は給料表上、２級の一般教員より高い
　水準の「特２級」の適用を受けているが、
　より一層、職務・職責に見合った処遇の実
　現と２級との処遇差の拡大を求める意見が
　強い。

１　主幹配置計画の達成

（３）設置数の見直し（平成20年度から実施予定）

○現在の校種ごとに一律の主幹設置数について、管理スパンを考慮し、学校規模等
　に応じた適切な設置数に見直す。
<小学校・中学校>　学級数に応じた設置数とする。

（１）選考の見直し（平成19年度選考から実施）
○受験資格年齢下限を２歳引き下げ、36歳から受験可能とする（現行38歳以上）。
○受験資格の「都教職経験10年以上」を「教職経験10年以上（ただし、都経験３年
  目以上）」とする。
○教育管理職Ｂ選考の受験対象を主幹のみとする（平成20年度選考から実施）。

２　校内体制の整備

（１）任務の明確化（平成19年度から順次実施予定）
○管理職・主幹・一般教員の間で、的確に業務の分担が行われるように、主幹制度の
　趣旨を改めて周知・徹底する。
　・主幹は、担当する校務に関する事項について、副校長を補佐するとともに、教諭
　　等を指導・監督する（校務全般の補佐や指導・監督ではない）。
　・主幹は、調整や進行管理を行うことが主な職責である。主幹が自らの業務として
　　行うのではなく、分掌の教員に的確に仕事を割り振る。
　・校長をはじめ全ての教職員が、組織としての仕事の進め方について、意識改革を
　　図る必要がある。
○学校、教育委員会における、より効率的な業務執行体制の確立に向け、事務改善の
　具体的方策を庁内ＰＴで引き続き検討し、早期に具体策を取りまとめていく。

（３）持ち時数軽減の弾力化（平成19年度から実施済み）

（２）異動基準の見直し（平成20年4月1日付異動から実施予定）
○現任校昇任者の在職可能期間を昇任後３年から５年に延長する。

○各学校の主任の軽減可能な持ち時数の合計の範囲内で、各学校の実情に応じた
　時数軽減の割振りを可能とする。

（４）能力開発の推進（平成18年度から順次実施中）

○校長及び副校長の悉皆研修等の機会を捉えて、主幹制度の適正な活用に向け、管理
　職の制度理解を深める。
○主幹研修において、主幹の活躍により学校が活性化した先進事例を取り上げ、紹介
　することなどを通して、主幹の組織運営能力の向上を図る。
○能力的課題がある主幹については、配置校での指導・育成を徹底する。
　また、健康・家族状況など真にやむを得ない事情が存在する場合には、希望による
　降任を認めていく。

３　処遇の改善

○職責、能力、業績を一層重視した制度を構築するという視点から、主幹の職責に見
　合った水準となるよう、国における教員給与についての検討状況を踏まえ、都人事
　委員会に要望していく。

年度 受験者数（Ａ） 合格者数(Ｂ)

14 2,258 1,737 1.3 倍

15 1,356 1,091 1.2 倍

16 727 625 1.2 倍

17 744 680 1.1 倍

18 577 532 1.1 倍

倍率(Ａ／Ｂ)

（単位：人）

（２）主任兼務の弾力化

○校種ごとに主幹が兼務する主任を固定して
　いるが、これを弾力化する必要がある。

（２）主任兼務の弾力化（平成20年度から実施予定）

○学校の特性や配置された主幹の適性等を考慮して、より効果的かつ円滑な学校運
　営につながると認められる場合には、校長が教育委員会に協議した上で、主幹が
　教務・生活指導・進路指導の主要３主任等以外の必置主任を兼務すること、ある
　いは兼務する主任の優先順位を変更することを認める。

現行
11学級以下 12学級以上 11学級以下 12学級以上

1名 2名 371校 952校
8学級以下 9学級以上 8学級以下 9学級以上

2名 3名 217校 417校
※学校数については、平成19年4月1日現在

中学校 3名

改正案 （参考）学校数

小学校 2名

（単位：人）

充足率
小 学 校 2,646 1,530 57.8%
中 学 校 1,905 1,409 74.0%
高 等 学 校 1,292 713 55.2%

特 別 支 援 学 校 260 209 80.4%

合 計 6,103 3,861 63.3%

※２　充足率は必要数（完成時）に対するものである。

校種
必要数

（完成時）
配置数実績

※１　高等学校には、中等教育学校を含む。

資料９ 東京都教育委員会
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東京都教育委員会の主幹制度（１） 
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東京都教育委員会の主幹制度（２） 
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広島県の主幹制度について 

 
 平成１６年度に小中学校６校、高等学校１０校を学校経営改革モデル校と指定して、複

数教頭や新たな職として導入して「主幹」の配置により学校の組織化を進め、さらには新

たに導入したエキスパート教員の活用も図りながら、県内公立学校の学校経営改革におけ

るモデルとなるべく調査研究を実施している。 
 
 ○平成１６年度 主幹制度の導入（学校経営改革モデル１６校のうち１２校に導入） 
  
広島県の主幹制度の概要 
 （１）職務内容 
    主幹は、校長を補佐し、上司の命を受け、所定の校務を整理する 
   （例）校長の命ずる所定の校務に関する事項についての企画・立案、各部の総合調

整及び進行管理等 
 （２）主幹の人数及び配置校 
    原則として１名の主幹を一定規模以上の小学校・中学校・高等学校に配置するこ

とができる。教頭複数配置校については、当面、主幹を配置しないこととする。 
    ※小学校→１８学級、中学校→１５学級、高等学校→１８学級 
 （３）主幹とするもの 
    主幹は、教諭又は養護教諭をもって充てる 
 
 （４）発令 
    主幹は、校長の推薦により教育委員会が選考し発令する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配置前 
校長 

教頭 

主任 主任 主任 

教
員 

教
員 

教
員 

配置後 
校長 

教頭 

主任 主任 主任 

教
員 

教
員 

教
員 

主幹 

校 長 に 権

限が集中 
権限委譲 

資料１０ 
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広島県の「エキスパート教員」について 

 
平成１６年度から、県内の優秀な教員の専門的な力量を当該学校のみならず県内全域に

活用する観点から、教科指導力等に優れた教員を「エキスパート教員」として認証するこ

ととしている。これは、学校の自主性・自立性の確立を進めるためには、学校運営体制を

整備充実させることが必要であることから、管理運営体制のみならず、教育指導体制につ

いても、整備充実を図ることをねらったものである。 
 
 
（１） エキスパート教員の任務 
   エキスパート教員認証制度実施要項では、「エキスパート教員は、所属校の教科指

導等において専門的な指導・助言にあたるとともに、県内各地の教員研修等におい

て、専門的な指導・助言を行うものとする。」と規定されている。しかし、「職」と

して位置付けはしていない。 
    
 
（２） 身分 
   いったん認証をうけると、認定年度以降も認定の効果は継続する。 
 
（３） 処遇 
   一般教員との給与上の差異は設けていない 
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県外人事交流における派遣終了者からの報告 

学校組織について 
（岐阜県）  
○ 各校にフリー（担任を持たない）の教務主任がいて、学校長を中心に教頭、教務主

任、生徒指導主事が連携して学校運営にあたっている。また、その役割分担もはっき

りしている。反面、高知は、多くの学校で教育課程の編纂等、教頭に多くの負担がい

き過ぎているように思う。できれば、教務主任や生徒指導主事の具体的な位置づけを

行うことは、学校運営をスムーズにする手だてかもしれない。 
○ 校長、教頭、教務主任の縦のラインがしっかりしている。 

 ○ 学校運営上、トップダウンにより全職員が一斉に取り組むことも大切である。 
  ○ 縦のラインがしっかりしている場合のメリットとしては、研究を進める時など、「や    

る。」となれば、学校全体でそれに向かって進んでいくことができることである。 
 ○ 縦のラインがしっかりしていることで、学校としてこうしたいという思いを職     

員は共通認識している。 
○ 縦のラインがしっかりしている場合のデメリットとしては、「いや、それはどうかな    

あ。」といったことが話しにくい雰囲気があることである。 
 ○ 外部のクレームに対しては、学校としての意見が崩れず、子どもに対して責任を持

つことが徹底されているので、保護者は子どもに力がついていない時にだけ質問して

くる。 
  
（広島県） 
○ 学校が組織として機能しており、高知県でも取り入れるべきところがある。 

  ・担任が育てるのではなく、学校として子どもをどう育てたかを考えている。 
  ・教務主任の仕事として、授業時数の管理を徹底している。 
  ・学年主任、教務主任や保健主事、主幹、教頭、校長と組織化されている。 
  ・組織力により、採用１年目でも１００点満点中７０点の授業ができるようにしてい

る。 
  ・役割としての主任ではなく、力があるから主任になる。 
  ・起案が必要な場合は、主幹、教頭、校長と上げていく。 
  ・ラインがはっきりしているため、職員からでる具体的プランについては、まず各主

任に上げる。 
  
（徳島県） 
 ○ 同一市町村内では、どこでも同じ力をつけるという意識で、授業が展開されている。 

資料１１ 


	第２回資料No1.pdf
	第２回資料No2.pdf



